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財源の確保
資金面

自主財源 運営面 人財 “財源”
営利を目的

としない 民間組織

「福祉のまちづくり」
社会福祉法第109条（市区町村社協）

①事業活動の社会性・公共性が高い　②運営資金はきわめて
公共性の高い資金を利用　③法人としての民間財源確保

③会　費 ④寄付金

稚内市社会福祉協議会における会費のあり方について

【6つの財源】

（1）稚内市社会福祉協議会の会員制（会費制）について
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社会福祉法人 「社会福祉法」

議
決機関 評議員 評議員会が位置付けられ 会員制

「全戸加入」

「お金」

「会費」
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社会福祉協議会

人
財と財源

　そのためにも、住民（市民）のみなさまには、社協の会員となることについて、一定のご
負担をお願いしながら、共に一丸となって「福祉のまちづくり」を進めていかなければなら
ない。
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社協とし
ての認知度アップ、市民（住民）に対し会費の用途の周知、子どもから高齢者に至る福祉づ
くりとしての事業内容の精査等を検討していくことが必要となってくる。

（2）会費徴収の現状と課題
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【参考：自治会費に伴う判例】
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社協会費等を自治会費に包含して集めること自体を違法と断じたものでは
ない。

一括して集める方法を選択すること自体に問題は
　ない。

【参考資料】
▶町内会等の位置付け

▶任意加入と退会の自由

①稚内市社協の会員制度に強制性はないことを十分に周知する。

②特に一括納入方式については、各町内会の総会等で十分に説明責任を果たしていただき、
　住民の議決を得た上で実施していただくこと。　この方式は、住民にとっては負担感の
　欠如（会員意識の低下）を招くため、社協は、会員意識や社協の認知度、事業への理解
　度の向上に努めること。
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社協に加入する何らかのメリット、恩恵を享受できるシステムづく
り、参加する意義を見つける仕組みづくりが必要と考えられる。

（3）会員増強対策について
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きっかけづくり

ネー
ミングライツ 企業会費の適正性
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『公募の枠』

目的（Why）

Why
Whom

（4）住民（市民）参加による社協運営の方向性
　　　　　　　　　　　　～「人生100年時代を見据えて」～

When
いつ

5W1H

社協の方向性イメージ図

Whom
だれに

What
なにを

Where
どこで

Who
だれが

How
どのように

Why
なぜ

5W1H ＋ 5W1H ＋ WhomWhom（だれに）（だれに）5W1H ＋ Whom（だれに）
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平均寿命

健康寿命

「人生100年時代を見据えて」 “健康と安心”を社協がお届けするために

（5）社協としての自主財源と人財を活用した事業
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稚内市社会福祉協議会が実施している事業一覧
（令和3年3月時点）
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